
 

Rehabili Day Salon UMI WEST 運営規程 
 

 

 

（事業の目的） 

第１条 株式会社マハロが開設する Rehabiri Day Salon UMI WEST（以下「事業所」という。）が行う指定

通所介護、指定第一号通所事業の事業（以下「事業」という。）の適正な運営を確保するために人

員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の生活相談員、機能訓練指導員及び介護職員、看護職

員（以下「生活相談員等」という。）が、要介護状態（指定第一号事業にあっては要支援状態及び

事業対象者）にある高齢者に対し、適正な指定通所介護、指定第一号通所事業を提供することを目

的とする。 

 

 

（運営の方針） 

第２条 指定通所介護の提供にあたっては、事業所の生活相談員等は、要介護者の心身の特性を踏まえて、

その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の世話及び機

能訓練の援助を行うことによって、利用者の社会的孤立感の解消及び心身機能の維持並びに利用者

の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図る。指定第一号通所事業の提供にあたっては、事業所の

生活相談員等は、要支援者及び事業対象者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営

むことができるよう、必要な日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身機能

の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものとする。 

利用者の意思及び人格を尊重し、自傷他害の恐れがある等緊急やむを得ない以外、原則として利用

者に対し身体の拘束は行わない。 

事業の実施に当たっては、関係市町村、地域包括支援センター、居宅介護支援事業者、地域の保健・

医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。 

 

 

（事業所の名称等） 

第３条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。 

①  名称  Rehabili Day Salon UMI WEST 

②  所在地  横須賀市長坂３－６－５ 

 

 

（職員の職種、員数及び職務の内容） 

第４条 事業所に勤務する職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする。 

１単位目 ９：００～１２：００ 

管理者 １名 

管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行う。 

従業者 

生活相談員 １名以上 

生活相談員は、事業所（指定通所介護、指定第一号通所事業）に対する利用の申し込みに係る調整、

通所介護計画または介護予防通所介護計画の作成の補助を行う。 

看護職員   １名以上 

看護職員は健康管理・健康指導を行うほか、通所介護計画または介護予防通所介護計画に基づく看 

護を行う。 

介護職員   １０名以上 

介護職員はリハビリ助手、排せつ介助の介護等の日常生活上必要な介護を行うとともに、施設への 

送迎を行う。 

機能訓練指導員 ２名以上 

機能訓練指導員は、機能訓練計画に基づく利用者に応じた機能低下を防ぐために必要な訓練を行う。 

 

 

 



２単位目 １３：４５～１６：４５ 

管理者 １名 

管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行う。 

従業者 

生活相談員 1名以上 

生活相談員は、事業所（指定通所介護、指定第一号通所事業）に対する利用の申し込みに係る調整、

通所介護計画または介護予防通所介護計画の作成の補助を行う。 

看護職員   １名以上 

看護職員は健康管理・健康指導を行うほか、通所介護計画または介護予防通所介護計画に基づく看 

護を行う。 

介護職員   １０名以上 

介護職員はリハビリ助手、排せつ介助の介護等の日常生活上必要な介護を行うとともに、施設への 

送迎を行う。 

機能訓練指導員 ２名以上 

機能訓練指導員は、機能訓練計画に基づく利用者に応じた機能低下を防ぐために必要な訓練を行う。 

 

 

（営業日及び営業時間） 

第５条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。 

 

１単位目 

① 営業日は月曜日から金曜日までとする。但し、国民の祝日、１２月３０日～１月４日、８月１

３日～８月１６日は休日とする。 

② 営業時間は、９：００から１７：００までとする。 

③ サービス提供時間  

９：００から１２：００までとする。 

 

２単位目 

① 営業日は 月曜日から金曜日までとする。但し、国民の祝日、１２月３０日～１月４日、８月

１３日～８月１６日は休日とする。 

② 営業時間は、９：００から１７：００までとする。 

③ サービス提供時間  

１３：４５から１６：４５までとする。 

    

 

（指定通所介護及び指定第一号通所事業の利用定員） 

第６条 指定通所介護及び指定第一号通所事業を合わせた利用定員は次のとおりとする。 

１単位目  ６０名 

２単位目  ６０名 

 

 

（指定通所介護及び指定第一号通所事業の内容及び利用料等） 

第７条 事業の内容は指定通所介護、指定第一号通所事業とし、指定通所介護を提供した場合の利用料の

額は、介護報酬の告示上の額とし、指定第一号通所事業を提供した場合の利用料の額は横須賀市通所型

サービス（介護予防通所介護相当サービス）事業実施要綱上の額による。当該指定通所介護が法定代理

受領サービスであるときは、介護報酬告示上の額に各利用者の介護保険負担割合証に記載された負担割

合を乗じた額とする。また、指定第一号通所事業が代理受領サービスであるときは、横須賀市通所型サ

ービス（介護予防通所介護相当サービス）事業実施要綱の額に各利用者の介護保険負担割合証に記載さ

れた負担割合を乗じた額とする。 

 

1-（１）身体の介護に関すること 

日常生活動作の程度に寄り、必要な支援及びサービスを提供する。 

ア．排せつの介助 

イ．移動、移乗の介助 

ウ．その他必要な身体の介護 



1-（２）アクティビティ・サービスに関すること 

利用者が生きがいのある、快適で豊かな日常生活を送ることができるような生活援助（支援）や家

庭での日常生活に必要な基礎的なサービス（訓練）及び機能低下を防ぐために必要な訓練を行う。

また、利用者の身体的、精神的な疲労回復と気分転換が図れるよう各種サービスを提供する。 

ア．レクリエーション 

イ．グループワーク 

ウ．体操 

エ．機能訓練 

オ．休養 

 

1-（３）送迎に関すること 

障害の程度、地理的条件、その他の理由により送迎を必要とする利用者については、必要な支援、

サービスを提供する。 

ア．移動、移乗動作の介助 

イ．送迎 

 

1-（４）相談、助言に関すること 

利用者及びその家族の日常生活における身上、介護等に関する相談及び助言を行う。 

ア．日常生活動作訓練の相談、助言 

イ．日常生活自助具の利用方法の相談、助言 

ウ．住宅改良に関する相談、助言 

エ．利用者・家族に対する相談・助言 

オ．その他必要な相談 

 

1-（５）健康状態の確認に関すること 

到着時にバイタルチェックを実施し利用者の健康状態の確認を行う。 

 

1-（６）その他の費用 

１ 通常の事業の実施地域を超えて行う指定通所介護、指定第一号通所事業に係る送迎の費用は、 

徴収しないこととする。 

２ おむつ代は、実費を徴収する。 

３ 日常生活において通常必要となる費用で利用者が負担すべき費用は、実費を徴収する。 

４ 前各項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明をし 

た上で、支払いに同意する旨の文書に署名（記名押印）を受けることとする。 

５ 指定通所介護及び指定第一号通所事業の利用料等の支払いは、月ごとに発行する請求書に基づ 

き、銀行口座振込又は指定口座より自動引落によって指定期日までに受けるものとする。 

 

 

（緊急時等における対応方法） 

第８条 従業者は、指定通所介護及び指定第一号通所事業の提供を行っているときに、利用者に病状の急 

変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治の医師等に連絡する等の措置を講じ、管理者 

に報告しなければならない。 

 

 

（通常の事業の実施地域） 

第９条 通常の事業の実施地域は、横須賀市の一部地域（秋谷、芦名、阿部倉、粟田、池上、不入斗町、岩

戸、内川、内川新田、太田和、大矢部、荻野、金谷、衣笠栄町、衣笠町、公郷町、久村、グリーンハイツ、

小矢部、坂本町、佐島、佐島の丘、佐野町、佐原、汐見台、湘南国際村、須軽谷、武、津久井、鶴が丘、

長井、長坂、長沢、根岸町、野比、ハイランド、林、平作、東逸見、逸見、平和台、望洋台、森崎、山科

台）三浦市の一部地域（南下浦町「金田、毘沙門、松輪」及び三崎町「城ヶ島」を除く）葉山町全域、逗子市

の一部地域（桜山、逗子、沼間、池子 1丁目、池子 2丁目） 

 

 

 

 



 

（サービスの利用に当たっての留意事項） 

第１０条  

１  生活相談員等は、利用者に対して従業員の指示に従ってサービス提供を受けてもらうよう指示を 

行う。 

２  生活相談員等は、事前に利用者に対して次の点に留意するよう指示を行う。 

①サービス利用にあたっては、医師の診断や日常生活上の留意事項、利用当日の健康状態を職員に

連絡し、心身の状況に応じたサービスの提供を受けるよう留意する。 

②飲酒については禁止する。喫煙は所定の場所以外は禁止する。 

③多額の金銭・貴重品は、原則、施設内には持ち込まない。 

④施設内へのペット持ち込みは、禁止とする。 

⑤利用者の営利行為、宗教の勧誘、特定の政治活動は禁止する。 

⑥他の利用者への迷惑行為は禁止する。 

 

 

（非常災害対策） 

第１１条 事業所は、防火管理についての責任者を定め、非常災害に関する防災計画を作成し、非常災害

に備えるため、定期的に避難・救出訓練を行う。 

 

 

（指定通所介護、指定第一号通所事業の利用契約） 

第１２条 事業所は、指定通所介護、指定第一号通所事業の提供の開始にあたり、利用者及び家族等に対

して通所介護サービス利用契約書、第一号通所事業契約書の内容に関する説明を行った上で、

利用者又はその家族と利用契約を締結するものとする。ただし、緊急を要すると管理者が認め

る場合にあっては、利用契約の締結はサービス開始後でも差し支えないものとする。 

 

 

（衛生管理及び指定通所介護従業者の健康管理等） 

第１３条 事業所は、指定通所介護、指定第一号通所事業に使用する備品を清潔に保持し、定期的な消毒

を施す等、常に衛生管理には十分注意するものとする。 

事業所は、従業者に対し感染症等に関する基礎知識の習得に努めるとともに、年１回以上の健 

康診断を受診させるものとする。 

 

 

（秘密保持等） 

第１４条 指定通所介護、指定第一号通所事業従業者は、業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を

保持する。事業者は、指定通所介護、指定第一号通所事業従業者であった者に、業務上知り得

た利用者または家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密

を保持するべき旨を記載した、雇用契約を締結するものとする。 

 

 

（その他運営についての留意事項） 

第１５条 事業所は、生活相談員等の質的向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものとし、ま

た、業務体制を整備する。 

① 採用時研修 採用後３カ月以内 

② 継続研修 年２回 

この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は株式会社 海と事業所の管理者との協議 

に基づいて定めるものとする。 

 

 

（事故発生時の対応） 

第１６条 

１ 事業者は、利用者に事故が発生した場合には、速やかに市町村、利用者の家族等に連絡を行うと 

ともに必要な措置を講じる。 

  ２ 事業所は、前項の事故及び事故に際してとった処置について記録する。 



  ３ 事業所は、利用者に賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行う。 
（相談・苦情に対する窓口） 

第１７条 

  事業所名：Rehabili Day Salon UMI WEST TEL:０４６－８７４－６６１１ 

担当者：管理者 高橋 義孝 

※苦情相談は国保連、各市町村でも行っています。 

・神奈川県国民県保険団体連合会 介護苦情相談課 TEL:０４５－３２９－３４４７ 

・横須賀市民生局福祉こども部介護保険課 TEL:０４６－８２２－８２５３ 

※横須賀市以外の方は、当該市町村の介護保険担当窓口へお問い合わせください。 

 

 

（虐待防止に関する事項） 

第１８条  

事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の発生又はその再発を防止するため次の措置を講ずるものとする。 

（１）虐待防止のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。）を

定期的に開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図る  

（２）虐待防止のための指針の整備  

（３）虐待を防止するための定期的な研修の実施  

（４）前３号に掲げる措置を適切に実施するための担当者の設置 

 

 

（業務継続計画の策定等） 

第１９条 

１ 事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定通所介護〔指定第一号通所事

業〕の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（以下「業

務継続計画」という。）を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じるものとする。 

２ 事業所は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に

実施するものとする。 

３ 事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとす

る。 

 

 

（地域との連携等）  

第２０条 

事業者は、その事業の運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等

の地域との交流に努めるものとする。 

 

 

（ハラスメントの強化）  

第２１条 

事業者は、適切な指定通所介護の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越

的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が

害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じるものとする。 

 

 

附 則 

この規程は、令和６年１２月１日より施行する。 

令和７年１１月１日、第４条「勤務する職員数」、第６条「利用定員」、第９条「通常の事業の実施地域」、

第１７条「担当者」を変更。 

令和８年３月１日、第９条「通常の事業の実施地域」を変更。 

令和８年４月１日、第４条「勤務する職員数」を変更。 


